
平成 26年度 新居浜市保健センター運営委員会会議録 

 

◆日 時  平成２６年８月２１日（木） １３：３０～１４：３０ 

◆場 所  保健センター ３階 中会議室 

◆議 題（１）平成２５年度保健センター事業報告 

（２）平成２６年度保健センター事業計画及び実施状況について 

（３）その他 

 

出席者：中山委員長・井石委員・田所委員・加藤委員・田中委員・山内委員 

岡部副委員長・藤田委員・伊達委員・尾崎委員・藤縄委員・亀井委員 

事務局：河野所長・木戸・宮﨑・近藤・堀・伊藤・山内・渡辺・横山・野村   

 

事務局（堀）    只今から、平成２６年度新居浜市保健センター運営委員会を開催いたし 

ます。 

本日は、お忙しい中御出席くださいまして誠にありがとうございます。 

この会は、「新居浜市審議会等の公開に関する要綱」に基づき傍聴席を

設けておりますが、本日の傍聴者はございません。 

それでは、お手元の会次第に沿って進めさせていただきますので、よろ

しくお願いいたします。会に先立ちまして岡部福祉部長から御挨拶を申

し上げます。  

岡部福祉部長   平成２６年度新居浜市保健センター運営委員会の開催にあたりまして 

御挨拶を申し上げます。本日は各委員の皆様におかれましては、大変お 

暑い中、また御多忙の中御出席をいただきまして誠にありがとうござい 

ます。また、日頃から本市保健福祉行政の推進に対しまして、御支援御 

協力を賜り厚く御礼を申し上げます。新居浜市では、誰もが健康で生き 

がいと安心感のある暮らしの実現を目指して、市民の健康づくりと医療 

体制の充実に取り組んでおります。保健センターにおきましては、地域 

と一体となった健康づくりを推進するとともに、母子保健や成人保健事 

業、精神保健事業、感染症対策、また地域医療を維持するための対策を 

進めているところでございます。これらの事業を円滑に推進していくた 

めには、本運営委員会の果たす役割は大変重要なものと考えております。 

委員の皆様から活発な御意見をいただき、今後の保健センター事業が更 

に充実することをお願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

事務局（堀）     保健センター運営委員は、２年間という任期で新たに平成２６年から始



まります。本日が最初の会ということですので、委員の皆さんの自己

紹介をお願いいたします。資料にあります委員名簿に添って中山委員

さんから順にお願いいたします。 

         委員自己紹介 

         事務局紹介 

事務局（堀）    続きまして、保健センター運営委員会設置要綱第４条に基づきまして、

委員長及び副委員長の選出をお願いいたします。 

田所委員     事務局案はないのですか。 

事務局（堀）    事務局では、委員長に中山委員さん、副委員長に岡部委員さんをお願

いしたいと考えておりますがいかがでしょうか。 

委員長、副委員長選出について承認 

委員長には中山委員さん、副委員長には岡部委員さんが選出されまし

た。 

それでは中山委員長、就任の御挨拶をお願いいたします。 

中山委員長     ただいま委員長に選任されました中山でございます。新居浜市医師会       

         も一般社団法人に移行し「地域医療・公衆衛生の向上推進事業」及び 

         「健診及び検診事業」を進め医師会としての責務を果たしますが、そ

れには保健センターの活動を通して新居浜市民の保健行政を推進して

いただくことが不可欠です。各委員の皆様方の御理解と御協力をよろ

しくお願い申し上げます。平均寿命は男女とも８０歳を超え、世界一

となりました。男性は８０歳でカナダなどとともに５位、女性は８７

歳で世界第一位です。しかし、新聞などでも報道されていますが、ア

フリカではエボラ出血熱が猛威を奮い、ＷＨＯも感染拡大を懸念して

おります。日本では最近梅毒が急増しており、当院でも顕症梅毒を３

例経験しております。また愛媛県はマダ二による重症熱性血小板減少

症候群（ＳＦＴＳ）による死亡例も多く、今年の８月までで県内で確

認された患者数は 17例で、そのうち死亡は６例です。マダニの患者さ

んも増えています。今のところＳＦＴＳを発症した患者さんはいませ

んが、夏はマダニの活動期ですので外で遊ぶ時は肌を露出しないよう

にするなどの注意が必要です。これらの感染症も市民に啓蒙していき

たいと考えております。本日は新居浜市民の安心・安全を守る窓口と

しての保健センターの事業計画と実施に向けて御理解と御協力を賜り

ますようお願い申し上げて挨拶とさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

事務局（堀）    ありがとうございました。 

それではこれからの議事は、中山委員長にお願いします。 



中山委員長      それでは、議題（１）平成２６年度保健センター事業報告について、 

事務局から説明をお願いいたします。 

事務局（木戸）   事業実績説明（資料参照） 

中山委員長     ただいま御説明いただきました、平成２５年度の事業計画について何

か質問等ありますか。 

加藤委員      ５か月児健康相談は受診率が低いのですが何か理由はありますか。１

歳半や３歳児健診と比べて受診率が低いですよね。 

事務局（宮﨑）  １歳半や３歳児健診は、対象となった時に通知しておりますが、５か

月の乳児相談に関しては、生後２か月頃に予防接種手帳と一緒に日程

表を入れて案内をお送りしています。新生児訪問の時にも説明してい

ますが、早い時期に通知しますので忘れている方もいます。相談の来

所率は８０・３％ですが、未受診者に対しては家庭訪問していますの

で、把握率は９０％以上となっています。最近は虐待等の問題もあり

ますので、１００％の把握率を目指しています。 

加藤委員       １０月から市役所は完全禁煙になると伺っています。保健センターと

しても市役所の禁煙推進事業が入っておりましたが、完全禁煙になる

と、今の喫煙者に対して支援をしてないとしんどい思いをされる人が

いると思います。何人か医療機関にも治療に来られる人がいるのです

が、完全禁煙に向けての支援状況や保健センターの取組を教えていた

だきたい。  

事務局（河野）  市役所も昨年から段階的に禁煙推進を市職員に向けてしているのです 

が、市役所の安全衛生委員会で計画を立てており、現在は週 1 回の禁

煙デー、１０月からは完全実施となります。人事課には保健師が一人

配置されていまして、完全禁煙に向けては、禁煙相談機関の紹介や個

別相談に応じたりしている状況です。保健センターでも、禁煙週間に

は市役所の中で啓発を行ったりロビー展を行ったりする等、人事課の

保健師と協力して啓発に努めています。 

加藤委員     喫煙というのは慢性疾患ととらえていただいて、まだまだ治癒率が高

くないですし、繰り返します。単なる支援でなく治療を受けることを

勧めていただきたい。治療して安定するのには３か月位かかりますか

ら、もう８月になっていますので、１０月からの実施となるともうし

んどいと思います。まだ難しそうな方には、なるべく早く受診してい

ただいて、１０月からはつつがなく実施できるような支援をお願いで

きたらと思います。 

事務局（河野）   人事課の保健師と連絡を取り合って、より密な関わりができるように

努めて参ります。 



中山委員長     他にございませんか。よろしいでしょうか。それでは議題の（２）の

平成２６年度保健センター事業計画及び実施状況について、御説明お

願いします。 

事務局（木戸）   事業説明（資料参照） 

中山委員長    今の御説明に対して御質問や御意見はございませんか。 

加藤委員     １０月から水痘、高齢者の肺炎球菌ですが、例年１０月半ばからはイ

ンフルエンザが始まりますし、１１月頃から例年インフルエンザも流

行しますので医療機関は繁忙期になります。１０月からの開始がスム

ーズにできるように市民の方に対する周知を十分お願いできたらと思

います。 

事務局（伊藤）  予防接種の案内ですが、高齢者の肺炎球菌の対象者が８，５００名あ

まり、水疱瘡のほうが４，８００名程います。水疱瘡については葉書

で、肺炎球菌の高齢者に関しましては、予診票、接種券を入れました

封書で９月末に発送しますが、届くのは２，３日かかるので１０月１

日までかかるかもしれませんが、その中で具体的な説明をしていくこ

とを考えております。インフルエンザについては、接種時期が流行に

合わせてとなると１１月がピークになりますので、先生方の御協力を

よろしくお願いします。 

加藤委員     今回すごく増えるから、現場は混雑が予想されます。 

井石委員     水痘はややこしいでしょ。 

事務局（伊藤）   ３歳未満と３歳以上で接種回数とか、任意接種を既に受けられている

方、既に罹患した方を対象から除くとかあります。 

加藤委員     全部記録があればいいんですがね。もしない場合は重複接種もあり得

ますよ。 

事務局（伊藤）  そうですね。母子手帳と問診票の中に過去の接種歴と既往歴を書くよ

うになっておりますので、そこでチェックする必要があります。母子

手帳と問診票のチェックになります。 

加藤委員     ただ、支払い対象の問題で、医療機関側が全部被らなければならない

ことにならないよう、十分な問診をして母子手帳をチェックした上で、

実は後から分かったという場合には、きちんと医療機関に対して支払

いがされるように対応をお願いしたい。医療機関側の過失でない限り

対応してもらわないと、全部現場に押し付けられては困ります。 

井石委員     今までいちばん困ったのは、患者さんが予約しても来ないことがある。

そうなると払っていただけないし、返品もできない。 

事務局（伊藤）  ワクチンの封を開けられた場合ですか。 

井石委員     封を開けてなくても取ってくれないですよ。 



事務局（河野）  それはないと思います。 

事務局（伊藤）  そのような場合は、次来た方に回していただいたらと思います。例え

ばＡさんから日本脳炎のキャンセルがあり、予定していたがワクチン

を使わなかった場合は、Ａさんのワクチンではないので、次のＢさん

に使ってください。 

井石委員     次の人がいればいいんだけど、いない場合は返品できないですよ。 

事務局（伊藤）  いえ、しております。大丈夫ですから返品してください。 

井石委員     以前駄目だったことがある。 

事務局（河野）  本当に患者さんも多い中、問診やワクチン管理で大変御迷惑おかけし

ているのですが、問診をきちんとしていただいて、重複接種がないよ

うにお願いしたいと思います。ワクチンに関しましては、使用してい

なくてもワクチンの封を開けているものは返品できませんが、開封前

であれば返品できますので、製薬会社さんの方へ連絡してください。

ワクチン管理につきましては、予約を取られた時にワクチンを持って

きてもらい、その後、予約を取られた方がキャンセルされても、次の

予約に回してください。しばらく予約がない場合は、ワクチンの使用

期限が切れないうちに、早めに返品していただいた方がいいと思いま

す。ワクチンの使用期限が過ぎてからの返品は難しいです。 

問診でわからず重複接種した場合の委託料というお話をお伺いしま

したが、保護者の記憶と母子健康手帳の記録しか確認事項がないので

すが、確認不足により重複接種した場合は、定期接種という位置づけ

ができなくなります。もし事故が起こった場合、定期の救済制度が使

えなくなるので、十分な確認をお願いします。 

加藤委員      勿論最大限努力するわけですけれども１００％、全部防げるわけでは

ないので、そういう場合には、もし何らかの形で分かっても、対応し

ていただき、全部現場に回さないようにしていただきたいと思います。 

事務局（伊藤）  その辺も医療機関と保健センターの連携になると思います。保護者が

問診票に書き落としていたとしても、母子手帳に記載されている時は、

病院の方で母子手帳の記載を確認してください。 

加藤委員     確認はしますよ。任意接種だってあるわけだから全部が全部母子手帳

に記載されていないかもしれない。 

事務局（伊藤）  勿論保健センターに問い合わせていただいても、定期の分であれば確

認できますが、任意接種については保健センターにも記録がありませ

んのでできません。それと今年度から誤接種報告を１年間まとめて、

市は県へ出す、重大な報告は直ちに出す、厚生労働省が報告をまとめ

ております。それは年齢を誤っていたとか、簡単なミスや重大なミス、



ワクチンを間違ったなど報告義務が義務付けられたので、説明会では

説明させてもらいましたが、結構予防接種の種類がたくさん増えて同

時接種とか、接種間隔とか様々な場合がありますので、大変複雑にな

ってきておりますので大変心苦しいんですけれども、御協力よろしく

お願いしたいと思います。 

加藤委員     全部現場にきています。もうちょっと行政側もわかりやすいシステム

を作ってください。 

事務局（河野）  任意接種の場合も、先生方は記録をしてくださっていますのでありが

たいのですが、なかには任意の場合は記載されない医療機関もあるよ

うに思いますので、行政側の処理の仕方も御理解いただけたらと思い

ます。 

加藤委員     先程の件ですけど、報告の件ですね、説明会でもう一度医療機関の担

当者が分かるように、誰もしたくてするのではないので、それがあま

りにも過大に、よく最近報道されたりしますよね、ああいうことがあ

ると委託医療機関が減ってくると思います。新居浜市でこれ以上委託

医療機関が減ってしまうと、なかなか予防接種事業も回らなくなると

思います。市の方も、報道機関に対する情報提供とか十分に配慮して

いただいて、重大な過失でない限り現場を守るようにしていただきた

い。 

山内委員     ワクチンの返品の件ですけど、うちも困ったことがありまして、基本、

年度をまたぐと返品できないのですが、知らなかった。現実問題、返

品されたワクチンはどうなっているのか確認された方がいいと思うの

ですが。 

事務局（伊藤）  返品されたワクチンは、業者の方で廃棄されています。  

山内委員     結局業者の方で二重負担している。 

事務局（伊藤）   ワクチン契約は、１年間の接種者数と買った本数が合うようになりま

すが、４月１日の予約の人の分を３月３１日にワクチンをとることがあ

るでしょうから少々の誤差が在庫の本数にあります。例えば子どもさん

が暴れてワクチンが破損した場合とかありますので、やむを得ない事情

の時は、新居浜市はワクチン現物支給の形をとっているので、医療機関

に御迷惑がかからないよう市の方で負担しております。１年間に一本も

ワクチンの使用がない場合は、早めに業者の方へ返していただけると接

種者数とワクチンの購入本数との差が小さくなると思いますので、その

あたりは御協力いただけたらと思います。 

山内委員     書類上の数字を合わせるためにというのはいいのですが、業者の方に過

大な負担がかかっていると思うのですがどうなのですか。 



事務局（伊藤）  そのためには、先生方が計画的に購入してくださるようお願いできたら

と思います。 

山内委員     それはどうしようもないことがあります。 

岡部副委員長   契約の中でそういう条件のなかでの購入契約を結んでいますか。 

事務局（伊藤）  新居浜市は、市がワクチンを購入し、委託料は接種料のみになっている

のですが、他市ではワクチンは先生が購入され、どの業者からでも購入

いただいて、委託料にワクチン代を含むという場合もあります。その場

合であればワクチンの在庫管理の御心配はいらないのですが、そうなる

とワクチンの流通とかいろいろな問題があります。新居浜市は、医師会

と協議してワクチンは市が用意する現物支給となっていますので、在庫

調整がどうしてもでてきます。 

岡部副委員長   市が現物支給で購入している分については、市との契約の中で返品もあ

り、使った本数で最終的に支払しますという契約を結んでいるので、最

終的に業者さんにお返しすることができると理解したらいいというこ

とですね。 

事務局（河野）  接種の実施状況とワクチン管理に関しましては、大半収支が合うように

御報告いただいているのですが、特例についてはいろいろ調べましてお

返事させていただいたらと思います。 

加藤委員     現実には問題になっていない。 

事務局（伊藤）  ほとんど合っています。毎月確認しているので。病院に確認するとほと

んど合っています。 

中山委員長    今年から実施する老人のインフルエンザと肺炎球菌は同時接種できる

のですか。 

加藤委員     できます。すべての予防接種は同時接種できるので、同時接種の勧奨を

是非できたらお願いしたい。 

事務局（伊藤）  厚生労働省のＱ&Ａでは、同時接種については医師が必要と認めた場合

は可能となっていて、勧奨までをいわれると、行政としては難しいです。 

加藤委員     同時接種しないと現場では回らない。Ｑ＆Ａに沿っての判断ですかね。 

中山委員長    他に御意見ございませんか。それでは議題（３）その他について、各委

員の皆様から御意見や提案などございましたらよろしくお願いいたし

ます。 

尾崎委員     子育て支援課ですが、６月から新規事業としてエンゼルヘルパー派遣事

業に取り組んでおります。この事業ですが、少子化だったり核家族化だ

ったり転勤等で身近に子育てを手伝ってくれる人がいない家庭とか、保

護者が精神疾患を抱えていて育児がなかなか難しい、養育能力が低いと

いう理由で、育児に関して不安感が強い家庭が増えてきております。そ



ういう方に関して母子手帳の交付を受けてから産後 6か月の間と、病気

療養が必要で就学前の幼児がいる家庭で、日中家族等がいなくて、だれ

も育児を手伝ってもらえない家庭に、ヘルパーさんに行っていただいて、

必要な育児援助や家事援助をするという事業です。育児に対する不安感

の軽減や負担感の軽減を目的としております。家事とか育児の援助です

が、食事の準備や後片付け、衣類の洗濯、居室の清掃、整理整頓、生活

必需品の買物、授乳の手伝い、おむつ交換の手伝い、沐浴介助、病院受

診や健診等の同行で、どうしておむつ交換や授乳といわれるかもしれま

せんが、なかなかそれが出来づらいというか本当に育児能力が低くなっ

ている方もおいでますので、お母さんと一緒にヘルパーさんがお話しし

ながら育児の仕方を教えていただくという趣旨もありまして、今年度か

ら取り組んでおります。１日１回、２時間以内で、期間内に１０回を限

度としています。多胎児については産後１２か月までで２０回を限度と

しております。月曜から金曜日の午前９時から午後５時までということ

で、１時間５００円の料金となっています。１日２時間以内の利用なの

で１，０００円で、ヘルパーさんについては委託料で支払しております。

今現在では、出産前で出産後に利用したい方を含めて登録していただい

ている方が１２名で、産前で生まれるまでの間に使いたい人もおいでま

す。７月末現在で２名の方が利用されております。８月２７日から産前

休暇の方で、週１回くらい利用したい方もおいでます。延べでいうと時

間数１３時間８回ヘルパーさんに行っていただいております。利用の内

容については、食事の準備や片付けが一番多いです。それと沐浴介助で、

御主人が出張に行かれて一人しかいないので昼間の間にヘルパーさん

に来ていただいて沐浴を一緒に手伝ってほしいという御依頼でした。意

外と住友とかで東京から転勤してこられた方、中国からの方、本当に身

内の方が近くにいない方がこの制度ができて助かります、二人目考えま

すと言っていただいたりしていますので、先生方も周りに困っている人

がいらしたら市でやっていることを声をかけていただけたらと思いま

すのでよろしくお願いします。 

中山委員長   これは市政だよりに載っていますか。 

尾崎委員    はい。ホームページにも載せています。 

中山委員長   他にございませんか。 

藤縄委員    国保課の藤縄です。先生方には特定健診及び特定保健指導等でお世話に

なっています。お陰様で、昨年度の特定健診の受診率ですが、国保の被

保険者が４０歳以上の人が２万人で、暫定ですが５，６００人の人が個

別の医療機関または集団健診を利用して受診してくださっています。受



診率は２７．１％、県内１１市の中では第４位となっています。最も多

いのが西予市、２番目は東温市、３番目が隣の健診無料化でやっている

西条市、新居浜市は個別が８００円、集団 5５００円で設定していますが、

受益者負担の中では安価設定になっていて、他市は１，０００円から１，

５００円とっています。お陰様で保健指導に挙がってくる人も、特に血

糖値が標準値より高い方、腎機能検査も昨年度から取り入れるようにな

って慢性腎疾患に取組めるようになって先生方にも御協力していただき

ありがたく思っています。それから先程事務局から昨年健康増進計画を

策定して、今年生活習慣病の予防ということで様々な事業計画の説明が

あったと思いますが、健診の結果のデータを保持しているのが国保の健

診の結果だったりするので、そういうあたりを活用して、生活習慣病の

重症化予防だとか、介護予防、いろんな疾患が重症化して介護状態にな

っているケースも多いので地域包括支援センター、介護福祉課、保健セ

ンターと連携して様々な保健事業を国保課も一緒に参加させてもらって

やっていきたいと思っていますので、先生方もいろんなことで御協力お

願いできたらと思っていますのでよろしくお願いします。 

中山委員長   他にございますか。国保課の方が来ているので、私の方から質問なんで

すが、国保課からジェネリックにしたらいくらか安くなりますというチ

ラシを持ってくる方がいるのですが、３００円とか何百円単位なんです

けど、どういう基準で先発とジェネリックを比較されているのかという

ことと、お薬の内容によっては向精神薬や抗がん剤の場合もあるんです

が、いわゆる個人情報保護法に触れないのか、その辺の仕組みがどうな

っているのか教えていただけますか。 

藤縄委員    はい。向精神薬、がんの薬品についてはジェネリックの差額通知はそれ

を利用することで安くなりますよということはしていません。日常の常

用する薬のなかでジェネリックに変えることで１００円安くなる場合に

限って、通知させてもらっています。差額通知を送って本人の情報を本

人にお返ししている。保険料を支払う国保課が保有していて個人の情報

を当事者に返しているので個人情報保護法には触れません。利用の推進

ではなくて、差額通知をして本人がもし変えてみたいと思ったり、参考

にしてみたいなと思ったら主治医もしくはかかりつけの薬剤師さんに相

談して変えることができますよという啓発です。根本的なそういうもの

を送るのは、本人の治療も非常に大事ですが、国民皆保険だとか先生方

も周知のとおり医療費の増大の問題があって、少しでも患者さんの意思

でそういうのを利用してもらい、財源の安定化を図れたらなという思い

もあります。 



中山委員長   一つ聞きたいのは、先発があってジェネリックがあると何種類もあるん

ですよ。ジェネリックによっても薬価が多少違うんですが、一番安いジ

ェネリックで判断されているのか、ジェネリックのセレクトの仕方はど

ういう判断基準ですか。 

藤縄委員    すみません。そこの数値が私達で作業しているのではなく国保連合会が

県下統一してやっていることですので、詳しい情報についてはコールサ

ービスに皆さんにお問い合わせるようにお願いしています。私の方でも

十分な見識がないので情報収集してお答えをお返ししたいと思います。

よろしくお願いします。 

中山委員長   ああいう制度ができていかがなものかと思うことと、財政どうこう分か

るんですが、医療の現場で第一線のドクターが処方したものに対して、

安い方がいいというニュアンスでは、現場として困ることがある。うち

はトラブルがないけれども、お前とこは高い薬をだして儲けていると言

いがかりをつけられたこともあるし、全く身をもって全然違うのですけ

どね、もう少しそういう内容を含めたようなお返しの仕方をしていただ

けたらと思うのですが。   

藤縄委員    分かりました。正しい啓発と、市政だより８月号にジェネリックの特集

号を組ませてもらったんですが、年に１回ジェネリックについては特集

号を組んで皆さんに周知したり、国保の加入者の方には周知啓発するこ

とがあるんですが、先生がおっしゃってくださったことも入れてお伝え

したいと思います。ありがとうございました。 

中山委員長   他に御意見等ございませんか。特に御意見ございませんでしたら、今回

の保健センター運営委員会を終わらせていただきたいと思います。今後

とも医師会はじめ運営委員会を通して市民の安全安心に努めたいと思い

ますのでよろしくお願いします。お疲れ様でした。 

 


